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こ
れ
ま
で
、
当
バ
ン
ク
を
通
し

て
皆
様
の
培
わ
れ
た
技
術
や
能
力

を
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

当
バ
ン
ク
に
登
録
い
た
だ
い
て
い

て
も
、
事
務
事
業
の
関
係
等
に
よ

り
適
時
に
ご
希
望
に
添
え
な
い
な

ど
、
円
滑
な
運
用
が
図
れ
ず
、
平

成
20
年
度
を
も
ち
ま
し
て
当
バ
ン

ク
を
廃
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

今
後
、
臨
時
職
員
、
嘱
託
職
員

等
は
市
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
を
通
し
て
募
集
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　

総
務
課
（
麻
生
庁
舎
）

　

☎　
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　

行
方
市
の
地
域
資
源
（
人
物
・

景
観
・
史
跡
・
祭
り
・
民
話
・
産

業
な
ど
）
を
題
材
と
し
、
ふ
る
さ

と
が
育
み
・
語
り
紡
い
だ
大
切
な

宝
物
の
姿
を
短
詩
型
に
ま
と
め

た
も
の
で
す
。
読
み
札
の
裏
に

は
、
史
跡
な
ど
に
ま
つ
わ
る
歴
史

的
な
由
来
や
説
明
が
書
か
れ
て
い

て
、
興
味
を
も
た
れ
た
文
化
財
の

解
説
文
を
読
む
だ
け
で
も
楽
し
め

ま
す
。
家
族
で
遊
び
な
が
ら
身
近

に
あ
る
文
化
財
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
郷
土
な
め
が
た
の
歴
史
を
振

り
返
る
の
に
最
適
な
も
の
と
思
い

ま
す
。

　

お
子
さ
ん
か
ら
高
齢
者
の
方
々

ま
で
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
こ

の
「
な
め
が
た
郷
土
か
る
た
」
が

親
し
ま
れ
、
ご
利
用
い
た
だ
け
る

よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
。

問

　

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中

心
に
５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
の

１
週
間
を
憲
法
週
間
と
し
、
関
係

機
関
で
は
人
権
尊
重
思
想
の
普
及

高
揚
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

基
本
的
人
権
の
尊
重
は
日
本
国

憲
法
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ

り
、
す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
が
実
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

憲
法
週
間
に
当
た
り
、
身
近
で

起
こ
る
差
別
や
偏
見
に
つ
い
て
一

人
一
人
が
考
え
、
人
権
尊
重
の
意

識
を
高
め
、
豊
か
な
人
間
関
係
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　

人
権
問
題
で
お

困
り
の
と
き
は
、

最
寄
り
の
法
務
局

の
人
権
相
談
所
又

は
人
権
擁
護
委
員

ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

み
ん
な
で
築
こ
う　

人
権
の
世
紀

〜
考
え
よ
う　

相
手
の
気
持
ち

　

育
て
よ
う　

思
い
や
り
の
心
〜

水
戸
地
方
法
務
局

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

５
月
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は

憲
法
週
間
で
す

憲
法
週
間
で
す

　

本
会
議
は
、

地
域
社
会
の
一

人
ひ
と
り
が
青

少
年
の
育
ち
に

関
心
を
持
ち
青

少
年
と
の
交
流

を
深
め
、
青
少
年
を
地
域
で
見
守

り
育
ん
で
い
く
と
と
も
に
育
成
活

動
団
体
相
互
の
交
流
を
促
進
し
、

地
域
ぐ
る
み
の
育
成
活
動
の
充
実

を
図
る
も
の
で
す
。

　

行
方
市
民
会
議
は
、
市
民
の

皆
様
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
、
会

費
：
﹇
普
通
会
費
（
年
額
）
１
口

３
０
０
円
と
賛
助
会
費
（
年
額
）

１
口
１
０
０
０
円
﹈
及
び
市
補
助

金
等
で
運
営
さ
れ
ま
す
。

　

家
庭
・
学
校
・
地
域
社
会
が
一
体

と
な
っ
て
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に

取
り
組
む
た
め
に
、
皆
様
の
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

期
間

５
月
中
旬
か
ら
約
１
ヶ
月
間
を
予

定
　
　

青
少
年
育
成
行
方
市
民
会
議

（
生
涯
学
習
課
内
）

　

☎　
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９
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２
１
１
１

青
少
年
育
成
行
方
市
民
会
議

青
少
年
育
成
行
方
市
民
会
議

　
　

生
涯
学
習
課
（
北
浦
庁
舎
）

　

☎　

０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

問

〜
平
成
21
年
度
会
費
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
〜

問

価　　格　１組　２，０００円
販売場所　生涯学習課（北浦庁舎２階）
　　　　　麻生公民館・北浦公民館・玉造公民館

「
な
め
が
た
郷
土
か
る
た
」

「
な
め
が
た
郷
土
か
る
た
」

販
売
開
始

販
売
開
始

「
行
方
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ

「
行
方
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
キ
ャ
リ

ア
・
バ
ン
ク
」
終
了
の
お
知
ら
せ

ア
・
バ
ン
ク
」
終
了
の
お
知
ら
せ
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４月からごみ処理手数料が
変更になりました

平成21年４月１日から、家庭からでるごみを
美化センターに持ち込んだ場合に、納めて頂
くごみ処理手数料が変更になりました。
4 月 1日から
搬入車 1 台につき 50㎏まで無料
超過分は 10kg につき 100 円

祝日等のごみ収集について
ゴールデンウイーク期間の祝日等におけるご
み収集を下記のとおり実施します。

４月２９日（水）【昭和の日】
５月　６日（水）【振替休日】
北浦地区の燃えるごみの収集を実施します。
５月　４日（月）【みどりの日】
麻生地区の燃えるごみの収集を実施します。
５月　５日（火）【こどもの日】
玉造地区の燃えるごみの収集を実施します。
※集積所へは、朝 8時までに出してください※燃
えるごみ以外は収集しませんので集積所へは出さ
ないでください。※環境美化センターは休業日で
すので、一般ごみの受け入れは行いません。

【問合せ】
環境課（北浦庁舎）

☎ 0291-35-2111
環境美化センター　

☎ 0299-72-1853

　

平
成
21
年
３
月
１
日
付
、
行
方

市
民
生
委
員
児
童
委
員
（
主
任

児
童
委
員
）
と
し
て
次
の
方
が
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

玉
造
地
区

　
　

江
原　

眞
弓

家電リサイクル法
対象製品の追加について

　すでにご承知のとおり特定家庭用機器再商品化
法（家電リサイクル法）に規定された家電製品は、
テレビ（ブラウン管式）、ルームエアコン、冷蔵庫
及び冷凍庫、洗濯機ですが、4月1日より新たに
液晶式テレビ・プラズマ式テレビ及び衣類乾燥機
が追加されましたのでお知らせします。なお、家
電リサイクル法対象製品は環境美化センターでは
取り扱いできません。（不正に分解したものも同じ）
※処分方法についての詳細は、環境美化センター
（☎ 0299-72-1853）までお問合せください。
○家電リサイクル法対象製品にかかるリサイクル
料金は次のとおりです。

品　　目 消費者負担額（税込み）

テレビ 15型以下　１，７８５円
16型以上　２，８３５円

ルームエアコン ２，６２５円
冷蔵庫
または冷凍庫

170ℓ以下　３，７８０円
171ℓ以上　４，８３０円

洗濯機または
衣類乾燥機 ２，５２０円

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集
市営住宅の入居者を募集します。

住宅名 所在地 間取り 構造 募集
戸数

みなみ原団地
（旧麻生）

青沼
841-14 ３LDK RC造 3戸

諸井団地
（旧玉造）

玉造甲
4175 ３DK 〃 1戸

募集期間

平成 21年 4月 10日～平成 21年 4月 21日
入居者資格（①～③の全ての用件に該当する方）
①単身入居以外の方で現在住宅に困っている方
②市税等を滞納していない方
③公営住宅法で定める基準内の収入である方
（例）一般世帯の場合
（１世帯の合計所得額―控除額）÷12 ＝ 15.8 万
円以下
入居者の選考

募集戸数より申込者数が多い場合は、市営住宅管
理条例第 8条により入居選考委員会を行い入居者
を決定いたします。
入居可能予定時期

平成２１年６月
申込用紙

所定の申込書がありますので、建設課（玉造庁舎）
及び総合窓口課（麻生・北浦庁舎）にお問合せ下
さい。

募集内容・申込書等については、行方市ホームペー
ジにも掲載しています。

　　建設課（玉造庁舎）
　☎　0299-55-0111

みなみ原団地　→

問

※消費者負担額は、製造メーカーにより異なる場
合があります

欠
員
に
な
っ
て
い
た
民
生
委
員

欠
員
に
な
っ
て
い
た
民
生
委
員

児
童
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た

児
童
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た


